
彩の国建設リサイクル取扱要領（分別解体等） 

 

H14.5.17 部長決裁 

  

 埼玉県において、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第

百四号）」第九条第一項に規定する対象建設工事を施工する者は、「彩の国建設リサイク

ル実施指針」（埼玉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の

再資源化等の促進等の実施に関する指針）に定める事項の他、次の各号の事項に留意す

ることとする。  

一 冷凍空調機器の冷媒として使用されているフロン類に関して、特定家庭用機器再商

品化法（平成十年法律第九十七号）に規定する特定家庭用機器に該当するユニット型

エアコンディショナー及び電気冷蔵庫の中に含まれるものについては、特定家庭用機

器再商品化法又は廃棄物処理法に従って処理されなければならない。このためには、

建築物等に係る解体工事等の施工に先立ち、ユニット型エアコンディショナー及び電

気冷蔵庫の所有者は、これらを建築物等の内部に残置しないようにする必要があり、

過去にこれらを購入した小売業者に引取りを求めることが適当である。また、特定建

設資材に係る分別解体等において、これと一体不可分の作業により冷凍空調機器中の

フロン類が大気中へ拡散するおそれがある場合は、事前に回収することによりこれを

防止する必要がある。  

二 断熱材に使用されているフロン類については、建築物の解体時におけるフロン類の

残存量が不明確であること、経済的な回収・処理技術が未確立であること等の課題が

ある。このため、適正かつ能率的な断熱材の回収、フロン類の回収・処理のための技

術開発・施設整備等の状況を見ながら慎重に対応する必要がある。  

三 非飛散性アスベストについては、粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散する

おそれがあるため、解体工事の施工及び非飛散性アスベストの処理においては、粉じ

ん飛散を起こさないような措置を講ずる必要がある。  

 


